
第５節 廃棄物対策、リサイクル

１ 一般廃棄物の現況

(1) ごみ処理

循環型社会の構築に向けた取組として 「秋田県廃棄物処理計画 （平成14年5月策定）において、平成、 」

22年度までに県民一人一日当たりの一般廃棄物排出量を890グラムに、リサイクル率を24.1％にする目標

値を掲げ、その実現に向けて 「ごみゼロあきた推進会議」の開催や「マイ・バッグ・キャンペーン」の、

展開、地域活動の中核となるリサイクルリーダーの育成や全県一斉のクリーンアップ活動の実施など、県

民参加による実践活動の促進を図っています。

平成13年度において一般廃棄物として排出されたごみの処理状況は、図36のとおりで、排出量は46万５

千トンとなっており、前年度と比べ約９千トン減少しました（図37 。）

これは、県民が一人一日当たり1,066グラムを排出したことになり、前年度に比べ14グラム減少したこ

とになります。また、リサイクル率は17.4％となり、0.5ポイント伸びています（図38・39 。）

一方、ごみの処理に要する費用は約92億円（１トン当たり19,743円）で、ここ数年の増加傾向が止まり

ましたが 26市町村では 財政負担の軽減などを図るため家庭系ごみの処理を有料化しています 図40、 、 （ ）。

市町村及び一部事務組合が設置するごみ処理施設は、焼却処理施設や粗大ごみ処理施設などの中間処理

施設が図41のとおり34施設、最終処分場が52施設整備されています。市町村及び一部事務組合は、これら

の施設を適正に維持管理するとともに、高度な処理機能を有する大規模施設への集約化を計画的に進めて

います。

また、市町村では、容器包装リサイクル法に基づく「分別収集計画」を策定し、分別収集体制の充実を

図っていますが、その状況は、表95のとおりであり、リサイクルの推進に不可欠な資源化施設であるリサ

イクルプラザ（センター）の整備については、表96のとおり進めています。

家電リサイクル法に基づく４品目（エアコン、冷蔵庫、テレビ、洗濯機）のリサイクルについては、メ

ーカーによる指定引取場所の設置など、その円滑な推進に向けた体制の整備が図られています。
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図37 ごみ排出量

図38 一人一日当たりの排出量

図39 リサイクル率

図40 ごみ処理費用
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   数値：処理規模（t/d)

図41　ごみ処理施設の整備状況（平成15年４月現在）

秋田市（１市２町）

能代山本広域市
圏組合

（１市６町１村）

横手平鹿広域市町村圏組合
（１市５町２村）

大館周辺広域市町村
圏組合（１市２町）

本荘由利広域市町村
圏組合（１市５町）

男鹿市

湯沢雄勝広域市町村圏
組合（１市３町２村）

大曲市外九カ町村
清掃事業組合

（１市７町２村）

鹿角市広域行政組合
（１市１町）

鷹巣阿仁広域市町村
圏組合（４町１村）

五城目町

湖南地区衛生処
理組合（３町）

井川町

大潟村ほか二
町衛生処理組

合（２町１村）

仁賀保地区衛生施
設組合（３町） 矢島・鳥海清掃一部

事務組合（２町）

角館町外三か町村公衆衛生
施設組合（３町１村）

50120

10

13

40

30

30

14

30

40 10

40

60180

144

60

60

400 200
51

154

97

80 4060

20

60

15

60 20

74

凡　例 （県計）

　　　焼却処理施設
　　　(17施設 1,846t/d)
　　　粗大ごみ処理施設
　　　(12施設   332t/d)
　　　資源化施設
      ( 4施設 133.7t/d)
　　　高速堆肥化施設
　　　(　1施設　　16t/d)

4.7

45

大館市

16

D00350X
- 120 -



表95 市町村における分別回収の取組状況

表96  リサイクルプラザ（センター）整備状況（計画）

( )注１ 「→ ：稼働年度（予定含む 「○ ：施設整備年度 「● ：施設整備計画年度」 ）、 」 、 」

( )注２ 施設整備計画は一般廃棄物リサイクル拠点施設整備構想（平成11年11月）による計画である。

(2) し尿処理

平成１３年度のし尿処理の状況は、図42、図43及び図44のとおりであり、し尿処理施設における処理費用は約35億円

（１ 当たり6,070円）となっています。k

水洗化率は、54.2％であり、流域下水道、公共下水道及び浄化槽の普及によりわずかながら年々

増加傾向にあります。また、市町村及び一部事務組合が設置しているし尿処理施設は図45のとおり21施設、1,875

k / k /日の規模を有し、収集量は1,564 日となっています。

市町村等においては、財政負担の軽減を図るためにも現有施設の維持管理の徹底、老朽化に伴う施設の

更新又は増補改良、建設費やランニングコストの低減、あるいは処理方式の高度化等について検討し、長

期的観点に立って広域的、計画的に施設の整備を行う必要が生じています。

平成14年度末の浄化槽の設置基数は、表97のとおり62,070基に達し、前年と比べて3.3％（1,853基）増

加しています。

これは、下水道の建設・整備には長期間を要するため住民の速やかな水洗化の手段として浄化槽の設置

が進んだことによるものと思われます。

処理方式では、単独処理と合併処理の割合は各々67.8％、32.2％となっており、合併処理の比率が年々

高まっています。

無色ガラス
茶色ガラス
その他ガラス
ペットボトル
その他紙
その他プラスチック
白色トレイ
スチール缶
アルミ缶
紙容器
段ボール

区　　分
平成１３年度

37 2,884

平成１４年度
実績数 実績量(t)実績数 実績量(t) 実績数 実績量(t)

平成１２年度

49 2,985
34 3,601 39 3,616 50 4,242
33 2,873

37 2,203 1,953
1,950

0 0

50
27 1,519 39

39

3 185
0 00 0

1,749
1,581

50

6 30 6 26
3 100 3 195

60 1,630
66 6,03560 6,995 61 6,348

61 1,718

6 25

9 24
66 1,985

8 30 9 28
41 3,12629 2,297 36 3,341

区　　分 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
鹿　　角（20t） ● →
大　　館（40t） ● ● ● →
鷹巣阿仁(4.7t) ○ →
能代山本 ● →
男鹿南秋 ●
秋田河辺(74t) ○ ○ →
本荘由利 ●
大曲仙北(45t) ○ ○ ○ →
横手平鹿 ●
湯沢雄勝(10t) ○ →
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図43 し尿処理の状況

図44 水洗化率の推移
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図45　し尿処理施設の整備状況（平成15年4月現在）
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表97 処理人槽別浄化槽設置基数の推移

２ 産業廃棄物の現況

平成13年度の産業廃棄物処理施設及び処理実績は表98に示すとおりです。

中間処理では141.2万トン処理されていますが、このうち廃コンクリートなどのがれき類をリサイクルす

る破砕施設は84施設と中間処理施設の36.2％を占め、その処理量も97.9万トンと中間処理量全体の69.3％を

占めており、県内産業廃棄物のリサイクル率の向上に大きく寄与しています。また、焼却施設も合計で69施

設が設置されており、産業廃棄物の減量化に貢献しています。

中間処理実績については平成12年度に比べ、17.4万トンの減少となっていますが、主にがれき類の処理量

が減少したことによるものです。その中でも平成８年度以降は処理業者による処理量が全体の８割を超える

状況にあり、県内で発生する産業廃棄物の中間処理は、処理業者に大きく依存している状況にあります。

また、廃棄物処理法の対象となる焼却施設について、平成９年に改正された廃棄物処理法施行令等が平成

14年12月に完全施行され、既存施設に適用を猶予していた構造基準、維持管理基準が全て適用されたことに

より、62施設中29施設が施設を廃止 平成15年３月現在 しています。( )

最終処分については、安定型処分場で7.8万トン、管理型処分場で52.3万トン、合計で60.1万トンが埋立

処分されています。このうち、事業者の自社処分量が33.2万トンと、総埋立量の55.2％を占めています。

近年の最終処分量は、おおむね減少傾向にあり、また、事業者の自社処分や秋田県環境保全センターでの

処分が多いことから、処理業者による処理は最終処分量の25％程度にとどまっています。

全国的に最終処分場がひっ迫している状況にありますが、本県では、昭和51年10月に秋田県環境保全セン

年 単　 独 20人 21人 101人 201人 301人 501人 1,001人

～ ～ 小 計 ～ ～ 小 計 ～ 合 計 構成比率

度 合併別 以下 100人 200人 300人 500人 1,000人 以上

単 独 25,498 6,492 486 32,476 167 119 286 7 2 32,771 89.8%
5 合 併 2,127 591 448 3,166 220 182 402 92 50 3,710 10.2%

計 27,625 7,083 934 35,642 387 301 688 99 52 36,481 100.0%

単 独 27,676 6,655 483 34,814 168 119 287 7 2 35,110 87.9%
6 合 併 3,113 659 469 4,241 229 184 413 106 56 4,816 12.1%

計 30,789 7,314 952 39,055 397 303 700 113 58 39,926 100.0%

単 独 29,682 6,845 483 37,010 166 114 280 6 2 37,298 86.1%
7 合 併 4,162 723 501 5,386 237 194 431 115 67 5,999 13.9%

計 33,844 7,568 984 42,396 403 308 711 121 69 43,297 100.0%

単 独 30,877 6,848 482 38,207 163 110 273 6 2 38,488 83.3%
8 合 併 5,759 803 509 7,071 223 223 446 124 70 7,711 16.7%

計 36,636 7,651 991 45,278 386 333 719 130 72 46,199 100.0%

単 独 32,740 6,991 493 40,224 161 111 272 8 2 40,506 81.5%
9 合 併 7,113 897 525 8,535 243 212 455 129 78 9,197 18.5%

計 39,853 7,888 1,018 48,759 404 323 727 137 80 49,703 100.0%

単 独 34,130 7,026 481 41,637 159 106 265 3 2 41,907 79.5%
10 合 併 8,633 952 544 10,129 247 220 467 136 84 10,816 20.5%

計 42,763 7,978 1,025 51,766 406 326 732 139 86 52,723 100.0%

単 独 35,091 7,064 477 42,632 156 103 259 3 3 42,897 77.1%
11 合 併 10,446 1,022 552 12,020 248 224 472 142 88 12,722 22.9%

計 45,537 8,086 1,029 54,652 404 327 731 145 91 55,619 100.0%

単 独 35,576 7,061 475 43,112 151 101 252 2 2 43,368 74.5%
12 合 併 12,419 1,131 564 14,114 254 228 482 143 97 14,836 25.5%

計 47,995 8,192 1,039 57,226 405 329 734 145 99 58,204 100.0%

単 独 35,126 6,987 467 42,580 149 100 249 2 2 42,833 71.1%
13 合 併 14,872 1,209 575 16,656 255 230 485 145 98 17,384 28.9%

計 49,998 8,196 1,042 59,236 404 330 734 147 100 60,217 100.0%

単 独 34,460 6,892 465 41,817 141 99 240 1 1 42,059 67.8%
14 合 併 17,399 1,292 583 19,274 257 235 492 143 102 20,011 32.2%

計 51,859 8,184 1,048 61,091 398 334 732 144 103 62,070 100.0%
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ターを設置しています。現在供用中のＣ区処分場は平成18年頃までの使用が見込まれますが、それまでにＤ

区処分場を整備するための環境アセスメントなどの諸手続を進めており、平成15年度から工事に着手するこ

ととしています。表99は環境保全センターにおける平成14年度の種類別処理量を示したものですが、その最

終処分量は、事業者の自社処分量を除く県内埋立処分量の５割近くを占めており、県内事業所の産業廃棄物

処理に大きな役割を果たしています。

過去５年間の県内における産業廃棄物の処理実績の推移について中間処理と最終処分の別にそれぞれ表100

と表101に、また、そのうち県外からの搬入物に係る推移を表102に示しています。

㈲能代産業廃棄物処理センターの処分場の環境保全対策は、平成10年度に12億円を投じたほか、その後も

多額の県費を投じていますが、同センターの処分量の約５割が県外産業廃棄物で占められていたことから、

県費投入に対する県民の不合理感も強く、指導要綱に基づく県外産業廃棄物の県内搬入処分に係る事前協議

の目的が最終処分である場合、協議者に対し、強く自粛を求めております。また、国に対しては、平成11年

５月に開かれた「生活環境審議会廃棄物処理部会」において、地方圏を代表して「域内処理」を原則とした

処理施設の適正配置を確保する制度の検討を提言するなど、産業廃棄物に係る制度の一層の整備を要望して

います。
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表99 秋田県環境保全センター処理実績（平成14年度）

（単位：ｔ／年）

表100 産業廃棄物中間処理実績

（単位：ｔ／年）

表101 産業廃棄物最終処分実績

（単位：ｔ／年）

表102 県外から搬入される産業廃棄物の処理実績

（単位：ｔ／年）

種　　　　類 処　　理　　量 種　　　　類 処　　理　　量

燃 え が ら 9,665 ガラス及び陶磁器くず 31,252

無 機 汚 泥 18,737 紙 く ず 1,942

鉱 さ い 6,324 木 く ず 16,752

が れ き 類 4,087 繊 維 く ず 143

ば い じ ん 201 廃 プ ラ ス チ ッ ク 類 7,352

有 機 汚 泥 8,692 発 泡 ス チ ロ ー ル 119

金 属 く ず 6,876 合 計 112,142

区分／年度 平成１０年 平成１１年 平成１３年

事業者 130,947 56,580 219,039

（内秋田市分） 37,079 41,873 88,781

処理業者 771,246 1,045,320 1,187,176

（内秋田市分） 259,453 294,126 298,682

公共 1,262 1,590 5,814

（内秋田市分） 871 920 5,278

合　　　計 903,455 1,103,490 1,412,029

（内秋田市分） 297,403 336,919 392,741

平成９年 平成１２年

86,741 140,400

29,322 93,476

727,087 1,444,325

172,016 668,945

1,111 820

630 820

814,939 1,585,545

201,968 763,241
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区分／年度 平成１０年 平成１１年 平成１３年

事業者 417,272 398,476 331,854

（内秋田市分） 3,280 3,540 2,613

処理業者 233,061 185,704 143,509

（内秋田市分） 29,250 34,616 57,657

公共 103,376 112,284 125,638

（内秋田市分） 0 0 0

合　　　計 753,709 696,464 601,001

（内秋田市分） 32,530 38,156 60,270

平成９年 平成１２年

518,003 299,677

2,80 4,180

234,788 201,170

24,141 63,049

130,208 127,854

0 0

882,999 628,701

26,941 67,229
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区分／年度 平成１０年 平成１１年 平成１３年

中間処理 70,035 56,485 73,627

（内秋田市分） 0 1,962 4,701

最終処分 65,902 38,174 24,719

（内秋田市分） 0 0 3,340

合　　　計 135,937 94,659 98,346

（内秋田市分） 0 1,962 8,041

平成９年 平成１２年

91,904 74,612

－ 4,109

73,834 28,383

－ 4,109

－ 0

165,738 102,995
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３ 廃棄物処理対策

(1) 監視指導の状況

廃棄物処理法は廃棄物の処理・処分や施設の維持管理などについて基準を定めています。県では、事業

者や処理業者がこれらの基準を遵守するよう、重点的、計画的に監視指導を実施しており、平成14年度の

実施状況は表103のとおりです。

また県では、産業廃棄物の保管、収集運搬、処分や一般廃棄物及び産業廃棄物の処理施設がこれらの基

準に適合していない場合、その処理を行なった者や処理施設の設置者に対して、改善命令、措置命令や処

理業の停止、処理施設の使用停止等の行政処分を行いますが、その状況は表104のとおりです。なお、一

般廃棄物の保管や収集運搬、処分に係る行政処分は市町村の権限となっていますが、県でも協力・連携し

ながら適正処理の確保に努めています。

(2) 一般廃棄物の処理対策

循環型社会の構築に向けた普及啓発の取組については、地方組織を含めた推進母体となる「ごみゼロあ

きた推進会議」が中心となり、地域実践活動に重点を置いたごみゼロあきた推進事業を広く展開していま

す。

一般廃棄物処理については、全般的に処理施設の老朽化、処理能力の低下等が見られることから、構造

基準や維持管理基準への適合状況について監視指導を強化するとともに、維持管理の徹底と自主管理体制

の強化、施設の計画的な整備について指導しています。

焼却施設については、ダイオキシン類の発生抑制のため、ごみの徹底した減量化・リサイクルを推進す

るとともに、平成11年３月に策定した「秋田県ごみ処理広域化計画」に基づき、図46のとおり県内を10ブ

ロックに分割して、計画策定時23の施設を原則として全連続運転できる高度な排ガス処理設備を備えた11

施設に集約することとし、平成29年頃までには広域化計画を完了することとしています。なお、大館周辺

広域市町村圏組合では、ＰＦＩ方式によるごみ焼却施設の建設が進められています。

最終処分場の維持管理については、平成13年３月に市町村等施設の管理者に対し、地下水等の検査の確

実な実施、検査実施後の結果報告、基準を超過した場合の適切な対応等について強く指示するとともに、

当面、埋立する廃棄物の種類を水処理不要のものに限定し、水質検査等の維持管理基準を遵守した上で、

速やかに適正閉鎖や延命化事業、新規処分場の整備等適正な最終処分場を確保するよう指導しています。

し尿処理施設については、老朽化や能力低下に対応した新設や改造を指導するとともに、単にし尿の処

理のみならず汚泥の堆肥化等再生利用を促進します。合併処理浄化槽については、生活排水対策として下

水道等と並んで有効な手段であることから、国では昭和62年から補助事業を行っており、県でも平成３年

に県費補助制度を創設し、市町村に対して普及促進を図るよう働きかけています。

(3) 産業廃棄物の処理対策

産業廃棄物については、排出事業者や処理業者の適正処理に対する認識の低さにより不法投棄や不適正

な処理が行われ、県民の不信感や不安感を招いているため、監視体制の強化と排出事業者や処理業者に対

する指導の徹底を図ります。

特に、不法投棄の防止を図るため、平成６年２月に県警察本部、海上保安部、 社 秋田県産業廃棄物協( )

会等と設置した「秋田県廃棄物不適正処理防止対策等連絡協議会」を通じて関係機関との連携を図るとと

もに、平成12年度からは、県、県警察本部及び海上保安部による合同のスカイパトロールを実施していま

す。また、平成13年６月には、８保健所に16名の「廃棄物不法投棄監視員」を配置し、監視体制を強化し

ました。さらに、平成15年５月からは、新たに事業所への立入調査権を付与した「環境監視員」に改め、

県境を接する保健所に増員配置するとともに勤務日数を６倍に増やすなど、監視体制の大幅強化を図って
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います。

一方、産業廃棄物の排出の抑制、減量化、再生利用は、最終処分場の延命化にとどまらず、自然環境の

保全を図る上からも重要な課題であることから、事業者が排出の抑制を進めながら産業廃棄物の処理技術

の向上と研究開発に積極的に取り組むことを促進し、環境に対する負荷の軽減を図ります。

また、産業廃棄物処理施設は、迷惑施設として受け取られており、新たな設置が困難になっています。

このため、産業廃棄物処理施設、中でも最終処分場については、住民の理解を得ながら円滑に設置される

ようにするための仕組み作りや公共関与等について検討します。

広域連携については、平成12年10月に開催された北東北知事サミットの合意に基づき、平成13年３月に

第１次合意として「広域的な産業廃棄物対策を推進するための体制整備 「三県連携した産業廃棄物不適」、

正処理の監視指導 及び 災害廃棄物等に備えた県境を越えた広域的な処理体制の構築 について合意し」 「 」 、

平成13年４月に３県が連携した監視体制の整備のため「北東北広域産業廃棄物対策連絡協議会」を設置す

るとともに、３県連携によるスカイパトロールなどを実施しました。また、平成13年８月には第２次合意

として「県境地域における不法投棄等情報ネットワークの構築」及び「不法投棄等に関する隣県の業者、

施設等への立入調査等の連携」について合意し、県境地域での不法投棄等を監視するため、各県関係機関

による合同パトロールなどを実施しました。さらに、平成14年８月に開催された第６回北海道・北東北知

事サミットにおいて、これまでの規制的手法に加えて、新たに経済的手法を活用した産業廃棄物対策を進

めることで北東北３県が合意し、共同歩調により各県において産業廃棄物税条例と環境保全協力金の納入

を盛り込んだ県外産業廃棄物の搬入に係る事前協議等に関する条例を制定しております。

なお、埋立が終了した最終処分場の適正な維持管理を確保するため、平成10年６月の廃棄物処理法の改

正により導入された維持管理積立金制度を既設施設にも適用すること等について、国に対し引き続き要望

します。

４ 産業廃棄物税制度と県外産業廃棄物に関する事前協議・環境保全協力金制度

本県においては、これまでの大量生産、大量消費、大量廃棄型の社会経済システムやライフスタイルを見

直し、環境への負荷の少ない循環を基調とした持続可能な社会を構築するため 「秋田県廃棄物処理計画」、

を策定し、産業廃棄物の最終処分量を平成２２年度までに半減させる目標などを定めております。

こうした目標を達成し、循環型社会を構築するためには、これまでの規制的手法に加えて、市場原理を活

用した経済的手法が有効であるとの観点から、産業廃棄物の排出に一定の経済的負担を求めることにより廃

棄物の発生を抑制し、減量化やリサイクルを促進するための「産業廃棄物税条例」と、県外産業廃棄物の適

正 処理を一層促進するための「県外産業廃棄物の搬入に係る事前協議等に関する条例」を平成１４年１２月

定 例県議会において制定しており、平成１６年１月から施行することとしております。

(1) 産業廃棄物税制度

「産業廃棄物税条例」に基づく産業廃棄物税制度は、本県の生活環境を保全するため、産業廃棄物の発

生の抑制 減量化 そしてリサイクルなどの適正な処理促進に関する施策の費用に充てることを目的とし、 、 、

産業廃棄物を最終処分場に搬入する場合に、産業廃棄物を排出した事業者の方に税を負担していただくこ

ととしています。

税率は、最終処分場に搬入される産業廃棄物の重量１トンにつき１，０００円であり、最終処分場を経

営する方などが県の代わりに搬入量に応じた税を徴収し、申告納入します。

(2) 事前協議・環境保全協力金制度

「県外産業廃棄物の搬入に係る事前協議等に関する条例」に基づく事前協議・環境保全協力金制度は、

県外で発生した産業廃棄物を県内で処分するための搬入について、事前協議制度を設けるとともに、その
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処分や環境保全協力金に関する協定を定めることにより、産業廃棄物の適正処理を促進し、生活環境の保

全を図ることを目的としております。

県外で発生した産業廃棄物を排出した事業者の方は、県内で処分するために搬入する産業廃棄物の種類

・数量などについて、あらかじめ県と協議を行い、協定を締結していただくこととしておりますが、協定

の主な内容は、事前協議の内容に基づき産業廃棄物の適正処理を行うこと、また、県内に搬入される産業

廃棄物の重量１トンにつき、最終処分を目的とする場合は５００円、中間処理を目的とする場合は２００

円、リサイクルを目的とする場合は５０円の環境保全協力金を納めていただくことです。
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産業廃棄物税と環境保全協力金の関連

　

　

県外で発生する産業廃棄物

(3)リサイクル関連施

設に搬入する場合

環境保全協力金

　200 円／トン

環境保全協力金

　 50 円／トン

環境保全協力金

　500 円／トン
秋田県内
　　　　

　　　　

中間処理施設 リサイクル関連施設

産廃税　1,000 円／トン

環境

産業
(1)最終処分場に直接

搬入する場合
　　　　　　　最　　終

　　　県内で発生す

産廃税

1,000 円／トン

保全協力金

廃棄物税
(2)中間処理施設に搬

入する場合
　　処　　分　　場

中間処理施設

　　（リサイクル関連施設を含む）

る産業廃棄物
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表103 平成14年度廃棄物関係監視指導状況

（注）秋田市分を除く

表104 行政処分の状況

分 項　目　

監　視

類 　施　設 件　数 口　頭 文　書

一 20 0 0

般 38 4 1

廃 29 0 0

棄 28 6 0

物 115 10 1

産 特別管理 医療廃棄物排出事業所 51 19 0

産 業 廃 特定有害産廃排出事業所 96 3 0

業 棄物排出 ＰＣＢ機器等保管事業所 9 1 0

事 業 所 そ の 他 事 業 所 0 0 0

廃 105 28 3

処 理 事 業 者 及 び 公 共 134 11 1

棄 施 設 処 分 業 者 322 72 10

0 0 0

物 41 16 4

758 150 18

浄 230 2 1

化 35 5 0

槽 265 7 1

92 6 3

1,230 173 23

監 視 指 導 件 数

指　導　件　数

し 尿 処 理 施 設

ご み 処 理 施 設

埋 立 処 分 場

そ の 他 の 施 設 等

小　　　　　計

産 業 廃 棄 物 排 出 事 業 所

再 生 利 用 施 設

産 業 廃 棄 物 収 集 運 搬 業 者

小　　　　　計

浄 化 槽

浄 化 槽 保 守 点 検 業 者

小　　　　　計

不 法 投 棄 監 視

合　　　　　　　計

内容／年度 平成10年 平成11年 平成12年 平成13年 平成14年

改善命令 1 5 5

措置命令 5 1

処理業の
停止

1

処理業の
許可取消し

4 4

処理施設の
使用停止

1

合計 10 1 2 5 9
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図46　秋田県ごみ処理広域化計画（10ブロック）

本荘市・由利郡

湯沢市・雄勝郡

120t/日
２→１
84千人

県計

１，６９８t/日
２３→１１施設
１，２０６千人

ブロック名

処理能力
施 設 数
管内人口

200t/日
３→１
125千人

150t/日
３→１
111千人

横手市・平鹿郡

大曲市・仙北郡

154t/日
２→１
159千人

秋田市・河辺郡

600t/日
２→２
334千人

男鹿市・南秋田郡

120t/日
５→１
105千人

144t/日
３→１
105千人

能代市・山本郡

大　　館
鹿　　角

鷹巣・阿仁

90t/日
１→１
88千人

60t/日
１→１
47千人

60t/日
１→１
48千人

※管内人口は、平成９年１０月１日現在
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５ 秋田県北部エコタウン計画

本県では、県北地域に廃棄物を原料とする新しいリサイクル産業を創出して、廃棄物の持続的な再資源化

と適正処理を図り、環境と調和したまちづくりを進めることを目的とした「秋田県北部エコタウン計画」に

取り組んでいます。

計画の推進にあたっては、環境関連施策と整合性をとりながら、

①廃棄物の発生抑制・減量化と再資源化

②鉱業関連基盤を活用した新しい産業の創出

③地域産業の連携による資源循環型産業の創出

④新エネルギー産業の導入

等の施策を展開し 「豊かな自然と共生する環境調和型社会の形成」を目指しています。、

当地域は、長年にわたる鉱業の振興により、様々な金属が複雑に混ざりあった鉱石から、多様な金属類を

取り出す優れた鉱業関連技術・人材・施設を有しているほか、環境浄化用素材として活用可能な天然ゼオラ

イト、珪藻土などの天然鉱物資源が大量に賦存している地域でもあります。

また、古くから基幹産業として発展してきた木材産業や農業から廃木材・農業用廃プラスチックなどが、

さらには能代石炭火力発電所から石炭灰が恒常的に発生しており、木材高度加工研究所や金属鉱業研修技術

センターなど本県特有の研究機関により、その活用策が検討されているところです。

エコタウンのハード事業では、優れた鉱業関連基盤を活用した家電リサイクル事業やリサイクル製錬拠点

形成事業などの施設整備が終了しており、現在、廃プラスチックと廃木材を活用した廃プラスチック利用新

建材製造事業を進めているところです。これらの事業を通じ、県北地域の広範なエリアに点在する地域産業

の連携を図り、廃棄物等の有効活用や再資源化を積極的に進めていくこととしています。
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